
 

 

 

 

 

 

 

 

 

幼児教育・保育無償化に係る本市の対応について 

 

今年１０月１日から幼児教育・保育の無償化が始まります。対象は、３歳から５歳の保育所、

認定こども園、幼稚園などを利用する子どもたちと０歳から２歳までの住民税非課税世帯の子

どもたちです。 

無償化のスタートに合わせ、本市独自で次の助成制度に取り組みたいと考えています。 

 

１．給食費（副食費）の徴収について 

幼児教育・保育無償化に伴い、３歳以上児については、保育認定の児童も副食費を各施設で

徴収することになります。（世帯の年収が３６０万円未満の世帯及び国基準の第３子は免除） 

 

① 新たに負担が増える児童への対応 

保育認定を受ける児童で、従前の保育料を第３子無償化により無料としていた児童で、新た

に副食費の負担が増えることになる児童について、本市独自の副食費免除を行います。 

 

② 子育て世帯の負担の公平性を図るための対応 

  教育認定を受ける児童と新制度未移行幼稚園等へ在籍する児童については、従来から給食

費が徴収されてきたが、保育認定を受ける児童との公平性の観点から、上記①と同様の基準で、

新たに本市独自の副食費免除を行います。 

     

   国基準の第３子  保育認定を受ける児童…小学校就学前の子どもの数で算定 

            教育認定を受ける児童…小学校第３学年修了前の子どもの数で算定 

   本市基準の第３子 年齢を問わず同一世帯の子どもの数で算定 

 

２．森のようちえん在籍児童に対する保育料助成ついて 

  森のようちえんに在籍する児童で、保育の必要性の認定が受けられない児童の保育料は、国

の無償化の対象外となる。そのため、県独自の保育料助成（１／２）に併せ、本市においても

市独自で保育料の１／４の助成を行います。 

 

３．今後の予定 

  関連経費について９月補正予算に計上 
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